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は じ め に

わ が 国 の コン ピュ ー タ設 置 台数 は 年 々増 加 の一 途 を た ど って い る が、 通 商産

業 省 で は、 これ らの コン ピ ュ ー タを 十分 使 い こ な して ゆ く中核 的役割 を果 す べ

き情 報 処 理 技 術 者 を 育成 確 保 す るため の 施 策 と して 昭 和44年 に 「情 報 処理 技

術 者 試 験 制 度 」を発 足 させ 、 本 年 度 で第4回 目を迎 え る こ とと な った。 受験 者

数 は本 年 度 分 を含 め ての べ13万 人 に も達 してtob、 しか もそ の 大多 数 は企 業

官 公 庁 な どの従 業 員 で あ る。

そ こ で、 当 財 団 で は企 業 側 が この 試験 制 度 に つ い て どの よ う左受 け とめ 方 を

して い るか 、 また 、 自社 の 従 業 員 が 受験 し、 あ るい は合 格 した場 合 の対 処 の 仕

方 は ど うで あ るか な ど を調 査 し、 今後 の当 該 試 験制 度 の改 善 に役立 て る こ と と

した。

この 資料 は、 上 記調 査 の一 環 と して企 業 ・官 公 庁 な どの コン ピュ ー タ ・ユ ー

ザ ーを対 象 と して 実施 した ア ン ケ ー ト調 査 の 結 果 を集 計 しと りま とめ た もので

あ る。





1調 査 の 概 要

1.1対 象 会 社 の 選 定

「電子 計 算機 ユ ー ザ ー調査 年報(情 報 処 理 学 会1972年 度 版)」記載 の 会

社 、 約4,000社 の 中 か ら計 算 機 メー カ、 計 算 セン ター、 病 院 、学 校 を除 い

た各 業 種 を網 羅 す る よ う1171社 を選 定 し、 計 算 機部 門 管理 者 宛 に 郵送 で

ア ン ケ ー ト回 答 依 頼 を行 な った。

1.2調 査 時 期

昭 和47年11月30日

1.5回 収 率

ア ン ケ ー ト発 送 数

ア ン ケ ー ト回 収 数

ア ン ケ ー ト回 収 率

1171社

366社

31.2%
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1.4回 収会 社 の 概 況

(1)業 種 別 会社 数 とそ の比 率

業 種 会 社 数
全体に占め

る割合%)

鉱 業 ・ 建 設

1

19 5.2

ガ ラ ス ・土 石 製 品 10 2.7

水 産 ・ 食 品 13 3.5

繊 維 ・ パ ル プ ・紙

.

14 3.8

化 学 工 業

.

41 1L3

鉄 鋼 ・ 金 属

.

26 7.1

機 械 ・ 精 密

1

35 9.7

電.気 機 器

.

28 76

業 種 会 社 数
主体に占め

る割合 ㈲

輸 送 用 機 器 30 8.2

そ の 他 製 造 7 1.9

電 力 ・ ガ ス 9 2.4

運 輸.緬.不 動 産

1

'23
6.3

商 業 35 9.7

金 融 ・保 険 ・証 券 39・ 10.6

通 信 ・出 版 ・サ ー ビス

I

l3 3.5

官 庁 ・ 諸 団 体 24 65

合 計 366 100.0
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② 資本金別 会社数 とその比率

資 本 金

(億 円)

1

未 満

1以 上

5六 浦

5以 上

10禾 満

10以 上

50未 満

50以 上

】00未 満

100以 上

500未 満

5CO

以上
未 口答 合 計

会 社 数 26 47 24 103 41 76 21 28 366

全体に占め

る割合 梯)

.

71 12.8 65 28.2 11.2 20.9 5.7 7.6 〕00.0

(3)従 業員別会社数 とその比率

従 業 員

(人)

`

500

深溝

500以 上

LOOO未 満

Looo以 上

2.OnO未 満

2.000以 上

5,000未 満

5,000以 上

10.000未 満

10ρ00以 上

20,000未 満

20、000以 上

50.000未 満

50,000

以 上
未 回答 合 計

会 社 数 41 36 52 112 58 26 15・ 13 13 366

全体に占め

る割合 ㈲
11.2 9.8 14.3 30.7 15.9 7.1 4.0 3.5 3.5 100.0

(4)コ ン ヒ'ユ ー タ ・ レ ン タ ル 別 会 社 数 と そ の 比 率

コン ピュ_タ

レン タル料

(百 万 円)

1

未満

1以 上

5未 満

5以 上

10未 満

10以 上

20未 満

20以 上

50未 満

50以 上

100未 満

】00

以上
禾 回 答 合 計

会 社 数 27 13.3 64 36 48 ユ9
14 25 366

全体に占め

る割合 ㈲
7.4 36.3 17.5 9.8 13.1 5.2 3.8 6.9 100・0

.
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1.情 報処理 技術者試験 制度の趣 旨お よび 実施内容 について

(1)試 験実施 の 目的

この試験制度は、わが 国の情報処理技 術者 の育成確保の施策 の一環 と し

て実施 され てお り、そ のね らいは以 下 の3点 であ る。

① 企業 な どに勤務す る情報処理技術 者に 目標 を示 し、刺激 を与 えること

に より、そ の技術向上 を図 る。

② 備 え るべ き能力の 水準 を示す ことに よ り、教育水準 の確保 に資する。

③ 情報処理技術者の採用、配置 、 昇任に役立っ客観 的な評価尺度 を提供

し、これを通 じて情報処 理技術者 の社会的地位の確立 を図 る。

この ような試験制度 の趣 旨にっい て、企業側 の賛 否の意 見を きい た結果

は図1-(1)の とお りである。

この図か ら明 らか の よ うに8割 以 上の企業 が趣 旨には賛 成の態度 をとっ

てお り、 試験制度が 有意義 であることが示 されてい る。 しか し、 「企業 が

それ ぞれの実態にそ くして、何 らか の手 段 を講 ずべ きであ る 」とい う意 見

が1割 程度あ り、国が実施 した場合、あ る程度は画 一的に な らざる を得 な

い こ とか ら個 々の企業 に とっての効果 に疑問を感 じてい る向 きもあ るこ と

は 見逃せ ない。

109020%30%4090509660%7001e8090

趣旨には賛成である 312 84.1% 1

各企業などで、それぞれの実態に

そ くして実施すべ き問題で、国で

これを画 …的に行 なうことには無

理が ある

1
(注)

1.

2

回 答365社

1社 で2つ 以1の 回 答 もあ

るため 、 回答総 数は 回 答会

社 数 を上 回 る。

4111.0%

そ の 他 18・.・%1

図1-(1)試 験 の趣 旨に対 す る意 見(選 択回 答式)
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(2)試 験 の 性 格

この試 験 は 、 他 の国 家 試験 と異 な り、合 格 者 に対 して 資格 、 免 許 な どを

付与 す る もの では ない。 っ ま り、 情 報 処理 の業務 に従 事 し よ うとす る者 は 、

この 試験 に 合 格 しなけ れ ば な らない とい う ことでは な く、 合 格 者 に 対 して 、

情 報処 理 技術 者 と して の一 定 の 水準 の 能 力 ・技術 を具備 して い る こ とを 認

定 しよ うと す る もの で あ る。

この よ うな試験 の 性格 に対 す る企 業 側 の意 見は 図1-(2)の とお りで あ る。

これ に よる と、 現 状 どお り「認 定 」方 式 で よい とす る もの が6割 余 を 占 め

て お り、 現 状 では 、 大 多数 の企 業が 情 報 処 理 技術 者 に対 して 国 の 定 め る一

定 の 資格 を 必要 とす る とは 考 え て な い と言 え よ う。

しか し、3割 程 度の 企 業 が、 現 在 あ るい は将 来 も含 め て 「資格 」、 「免

許 」を与 え る方 向 で考 え て い る こ とは 、 今後 の情 報 処 理 分 野 の 拡 大 と と も

にい わ ゆ る 情 報化 が一 般 社 会 に与 え る影 響 が増 大 す るに っ れ て、 これ らの

業 務 に 直接 た ず さ わ る情報 処理 技 術 者 に対 して、 何 らか の 法 的措 置 を講 ず

る こ と も検 討 の余 地 あ りと考 え られ る。

こ こ当 分 は 「認定 」で よいが、

いず れは 「資格 」 ・ 「免許 」ノ

の 方向 へ ゆ くべ きで ある

「資格」 ・ 「免許」 を付与 し

た方が よい

70%

回答365社

1社 で2つ 以上の回答 もあるので

回答総数は回答会社数をこえ る。

図1-(2)試 験 の性 格 に対 す る意見(選 択 回答 式)
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(3)試 験 の区 分 と対 象 お よび水 準

現 在 の 試験 制 度 で設 定 さ れ て い る、 第1種 、 第2種 お よび特 種 の 区分 に

つ い て の 意 見は 図1-(3)の と お りで あ る。 「水 準 を上 下 に拡 張 し、 区分 を

ふ やせ 」とい う意 見が2割 強 あ る 反 面 「2区 分 だけ で よい 」とす る もの も

1.5割 ほ どあ り、 各企 業 の 実 状 の 相異 が そ の 背景 に うか が え る。 しか し、

「 この ま ま で よい 」とす る も の お よび 「2区 分 で よい 」の両 者 で7割 以 上

占め てい る こ とは 、 現 状 の 区 分 は 一応 満 足 され て い る と考 え られ る。

io% 20% 30こち40%50%60%

より高水 準 な よび低 水 準'まで

拡張 し、 もっ と対 象 ・水 準 を

ふ や した 方が よい

プ ログ ラマ,"

ジ ニアの2区 分 で よい

回答362社

1社で2つ 以上の回答 も

あるので回答総数は回答

会社数をこえる。

図1-(3)試 験 区 分 に対 す る意見(選 択 回答 式)

(4)受 験 資 格

現在 の制 度 では 、 第1種 、 第2種 には 受験 資格 が 設け られ てい な い。

つ ま り,学 歴 、 年 令 、経 験 な どの如 何 を問 わず 誰 で も受 験 で き る。 と ころ

が特種には 受験 の年 の ・月1日 現在 で満25才 以上 とい う年 令制 限がつい

て い る。 これ らに対 す る意 見は 図1-(4)の とお りで あ る。 これ に よる と・

約34%が 受 験 資 格 をつけ るべ きで ない と してお り、 特 種.の年 令 制 限 は 撤 廃

の方 向 で検 討 す べ きで あ ろ う。 「 もっ と厳 し くした方 が よい 」と い う意 見

が 約8%と 少 なか った のは 、 こ の試 験 が 認 定方 式 であ る こ と と も関 連 して

い ると考 え られ るが 、 今後 、 「資格 」、 「免許 」方 式 へ の 移行 を検 討す る
■
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際には、 あ らためて受験 資格 にっい て も再検討 す る必要 が あろ う。

10%20%30%40%50%60%

受検資格はつけ るべきで

ない

回答363社

1社 で2つ 以上の回答 も

あるので回答総数は回答

会社数 をこえる。

図1-(4)受 験資格に対する意見

(5)試 験 方 法

第1種 、第2種 に対 しては 、 多枝 選択 式 と記述 式 の試 験 を 実 施 して お り、

特 種 に対 しては 、 さ らに論 文 試 験 も併 せ行 な ってい る。 この よ うな試験 方

法 に 対 す る意 見は 図1-(5)の とお りで あ る。 これ に よる と、 現 状 で よい と

答 えた6割 以 外 は何 らか の意 味 で不満 を いだ い て い る。 そ の 内容 は 、知 識

を広 く浅 くみ よ うとす る 多枝 選 択 式 よ りも実 務 経 験 な どか ら得 られ る専 門

知 識 や技 能 を深 くテ ス トで きる よ うな記 述 式 、 論 文 式 、 面 接 な どの方 法 に

力点 をお くべ きだ との 意 見が 主 であ りこの 面 の改 善 にっ い て 検 討 の余地 あ

りと考 え られ る。

10%20%・30%40%50%60%70%

現 状 どか り、 選択 式 、 記

述 式 また は論 述 式(特 種

の み)の 組 合 せで よい

記述式、論述 式に重点を

お・くべきである

面接試験 も何 らかの方法

で実施すべきである 回答365社

1社 で2つ 以上 の藁答 も

あるので回答総数は回答

会社数 をこえる。

図1-(5)試 験 方法 に対 す る意見(選 択 回答 式)
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(6)試 験 科 目 とそ の範 囲

試験 科 目 とそ の範 囲 に っ い て 、 自 由意 見を求 め た と ころ、 ア ンケ ー ト調

査票 を返 送 して きた366社 の うち7割 強 の263社 が 白紙 回 答 で あ った。

この こ とは 、 こ こが 他 の 設 問 と異 な り選択 回 答 式 で なか った こ と、 回 答者

が 受験 者 自身 で な く、EDP部 門管 理者 であ った こ とか ら個 々の科 目につ

い て具 体 的 な意 見 を求 め た、 この 設問 方 法 に 多 少 問題 が あ ったの か も知 れ

ない 。

設問 には、1種 、2種 、 特 種 のそ れぞ れ につ い て試 験 科 目 とそ の範 囲 を

具 体 的に 表 で示 して あ り、 回 答 者 は これ に 目を通 してい る筈 で あ る か ら・

意 見が全 くな か った とは 考 え られ ない。 したが って 、 白 紙 回 答 は 全 て現 状

満 足 と結論 づけ るの は危 険 で あ る。 一方 、何 らか の 意 見 を記 入 した残 りの

3割 弱の 会 社 は 問 題 意識 を強 くも って お り、 こ の 設問 に積 極 的 に取 組 ん だ

と考 え られ 、 そ の 意 見は 傾 聴 す べ きで あろ う。 記 入 の あ った103社 に つ

い て 、そ の 内容 を分 類 、 整 理 した もの が図1-(6)で あ る。 これ に よる と、

現状 を少 しで も改 善 して ほ しい とい う意 見が 殆 ん どで あ る が、 と くに 「.実

務 経 験 を生 か せ る 試 験 内容 」を望 む意 見が22社 と最 も多 か った の は注 目

して よい 。 ま た、 プ ログ ラ ム言 語 に 関す る意 見の うち 、 半 数 は ア セ ン ブ ラ

に つ い て で あ り、 実 務 とは 関係 の ない 架空 の言 語 を試 験 で採 用 してい る こ

とに対 す る疑 問 が 投げ かけ られ てい る。 そ の他 、 試験 範 囲 や 関連 知 識 な ど

に 関す る も のは 、 企 業 に ょっ てか な りま ち ま ちの 意 見が 出 て お り、 全体 を

通 じて必 ず し も統 一 され た改 善案 の提 出 とい った と こ ろ ま でい って い ない 。

も っと も、 情 報 処 理 の 分野 は 、変 化 が激 し く、 企 業 に よ って も業務 内容

やそ の 性格 が異 な るた め、 全 て に 満 足 の ゆ く科 目の 設 定は 無 理 と思 われ る。

また 「実 務 経 験者 む きの 試 験 内 容 」とい うよ り、 む しろ 、 試 験 方 法 な どの

.改 善 に よ ・て 実 務 経 験 を テ ス トで きる よ う各 種 の研 究 をす す め る べ きであ

ろ う。
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実務経験を生かせる試験内容

を求めるもの

プログラム言語に関するもの

試験範囲に関するもの

関連知識に関するもの

システム設計κ関するもの

ハ_ド ゥ .ア に関す る もの

.出題数、試験時間に関するも

の

問題の出題形式に関するもの

小型鵠 掩使用者に対する配

慮がほ しい

4社

3社

専門要員の職種を幅広 くとり
2洗上げて試験を実施 してほ しい

8社

22社

20社

団

意見記入会社数103社

図1-(6)試 験 科 目 とそ の範 囲 に 対 す る意 見(自 由意 見 の分類 整理)
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2.従 業 員 の 受 験 お よ び合 格 者 、 不 合 格者 に 対す る 取扱 い に つ い て

(1)従 業 員 の 受 験 に対 す る企 業 側 の 態 度

自社 の従 業 員 が 受験 す る こ とに 対す る企 業 側 の意 見は 図2-(1)の とkり

で あ る。 これ に よる と、 何 らか の形 で受 験 させ た り、 受験 を奨 励 してい る

企 業 が過 半 数 を 占め て い る。 また 、値 入 の 自由意 思 に任 せ てい る と ころ も

半数 近 くあ り、 全体 と してほ とん どの 会 社 が 特別 の注 文 を つけ ず に 受験 を

認 め て い る こ と が分 る。

な お、 「積 極 的 には 賛 成 で きない 」を選 択 した7社 に つ い て、 別 に準 備

した 設 問 に よ り、 そ の理 由 をみ る と、 「試 験 結 果(合 否)と 会 社 に おけ る

要 員 評 価 基準 が 必 ず しも一 致 しない おそ れ が あ る の で 困 る 」とした もの が

ほ とん ど であ った。

10% 20% 30% 40%50% 60%

特定の要員を選択 して受験 さ

せ る
回答363社

1社 で2つ 以上 の回答 も

あるので回答総 数は回答

会社 数をこえ る。

図2-(1)従 業 員 の受 験 に対 す る企業 側 の態 度
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(2)従 業 員 の受 験 に 対す る企 業 側 の 協力体 制

自社 の従 業員 が 受験 す る場 合 、 企 業 側 と して これ に どの程 度 協 力 してい

る か を 受験 準 備 の段 階 、 受 験 当 日、 費 用 負 担 の三 つ に っ いて 調査 した。

① 受 験準 備 に っ い て

受 験準 備 の段階 で企 業 側 が どの程 度 これ に 協力 して い る か を示 した も

の が 図2-(2)一 ① 、 で あ る。 これ に よる と、 「口出 しは し ない 」が44

%を 占め て お り、 前 聞 の従 業 員 の受 験 に対 す る態 度 とほぼ 同 じで あ る。

「会社 と して 受験 対 策 を と ってい る 」のは 僅 か1.7%に 過 ぎず 、 「口頭

で激 励 す る 」こ とは あ って も、 全 体 と して 積 極 的 な協 力体 制 は と られ て

い ない こ とが分 る。

10% 20% 30% 40% 50%

対策という程 ではないが、

受験者のために何かと便宜

を計っている

会社と しては何 らかの方法

で受験勉強な どの対策 をと

ってい る

図2-(2)一 ① 受 験 準 備 へ の 協 力

② 受 験 当 日に つ い て

企 業 に おけ る業務 上 の問 題 との か ね あ い で、 受験 当 日会社 側 が どの程

度 これ に 協 力 して い る か をみ た のが 図2-(2)一 ② 、 で あ る。 試 験 は 従 来

日曜 日に実 施 され てい る こ と もあ るが 、全 体 と して、 何 とか受 験 させ て
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あげ たい との姿勢が十分 うかが える。

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

■111```

業務上、支障が あっても何

とかして受験させる

21461.7%

(注)

1.回 答345社

2.1社 で2つ 以 上の回 答 もある ので

回 答総 数は 回答会 社 数 を こえ る。

業務上、支障があるときは

受験 をやめて出勤 して もら

う

5415.6%

そ の 他 7922.7%

図2-(2)一 ② 受 験 当 日 へ の 協 力

③ 費 用 負 担

受験費.用を企業側 が どの程 度負担 してい るかをみた のが図2-(2)一 ③

である。 会社 が費用負担 しようとい うことは、従 業員 の受験 あるいは合

否 の結果 が企業に と?て 意義 が あると考 え るか らであろ う。 ところが、

10%20%30%40%50%60%70%

受験料 、交通費 など諸費用

は企業負担

諸 費用は もとより手当を

支給

回答353社

1社 で2つ 以上の回答 もあるので

回答総数は回答会社数をこえる。

図2-(21一 ③ 企 業 の 費 用 負 担
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「す べ て個 人負 担 」が7割 強 を 占め て い る こ とは 、 前間 の 「何 とか受験

させ てあ げ た い 」姿 勢 を と って い るに もか か わ らず 、 そ の企 業 に と って

の 直接 的 な効 用 を まだ認 め る とこ ろ まで い って ない とみ て よい だ ろ う。

しか し、何 らか の形 で費 用 負担 してい る企 業 が23%余 あ る こ と も見逃

せ ない。

(3)合 格 者 お よび 不 合 格 者 に対 す る取扱 い

自社の従業員が 受験 した結果、合格 または不合格 とな った場合、企業側

と して これ らを ど う取扱 うかを、合格 者の処遇、不合格者 の措置 な どにっ

い て調査 した。"

① 合格者 の処遇に ついて

企業が合格者 の処遇 を考え てい るか ど うか をみ・たのが 図2-(3)一 ①、

で あ る。 現 在 、 実 際 に考 慮 して い るのは 、 全体 の 約4分 の1で 、 前 商 の

費用負担 の比率にほぼ同 じであ る。 「将来考慮 したい と考えて いる 」会

社 を含 めると65%に 達す るが、 このことか ら、試験制度 の定着 ととも

に、今後何 らか の形 で考慮す る会社数 が増加 して ゆ くことが十分予想 で

きよ う。

10%20%30%40%50%

回 答356社

1社 で2つ 以 上 の回 答 もあ る。

図2-(3)一 ① 合 格 者 処 遇 の 有 無

次 に 、 上 図 の うち 「何 らか の 形 で考 慮 す る 」と した 会社89社 に つ い
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て、 そ の 内容 をみ てみ る と図2-(3)一 ①'の よ うに なる。 これ に よる と、

情 報 処 理 技 術 者 と して該 当す る職 種 あ るい は 水 準 の業務 に つか せ る とい

うのが 半 数 近 くを占 め て お り、 合 格者 に 対 して は 企 業 と して もそ の能 力

を認 め、 そ の人 材 を 活 用 して ゆ こ うとい う態 度 がみ られ る。

10%20%30%

合格者が情報処理部門に直接

所属 してなかった場合、当該

部門へ配転させる

従来、試験区分の水準以下の

仕事 をやらせていた場合、

該当水準の仕事につかせる

次期の昇進

する

回答8g社

1社 で2つ 以上の

回答 もあるので回

答総 数は回答会社

数をこえる。

図2-(3)一 ③'合 格 者 に 対 す る具 体的 な取 扱 い

② 不合格 者の措置に つい て

不合格 者に対す る措置の有無 をみたのが図2-(3)一 ② である。 この

図か ら明 らかの よ うに、不合格者 に対 して何 らかの措置 をとる会社はほ

とん どない。 このこ とは、 企業側は、 不合格 だか らとい ってそ の者 が企

10%20%30%40%50賃560%70%80%90%100%

図2-(31一 ② 不合 格 に対 す る措 置 の有 無
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業におけ る情報処理実務 の担当者 としての能力に欠け るとは 考えて ない

とい うこと であ る。 っ ま り、 この 試験 の結果 だけ か ら実 務 能 力 の評 価は

で き ない とい うこ とで あ ろ う。

③ 外 部 か ら合格 者 が 入社 希 望 した ときの取扱 い に つ いて

企 業のEDP部 門 に外 部 か ら入 社 希 望 が あ った場 合 、 そ の者 が 試験 の

合格 者 であ る こ とが 、 どの 程 度 有 利 であ るか をみ た のが 図2-(3)一 ③ 、

で あ る。 この ア ンケ ー トの 回答 者 は コン ピュ ー タや 情 報 処理 を専 門 とす

る会 社 を除 く、 い わ ゆ る コン ピュ ー タ ・ユ ー ザ と して の 一 般 会 社 に お

け るEDP部 門 長 であ り、 彼 らに 入 事採 用権 があ る とは 通 常 考 え られ な

い。 したが って この 回 答 は 彼 らの気 持 を表 明 した もの とみ て よい。 そ れ

に して も、 全体 を通 じて、 「合 格者 だか らとい って、 特 に採 用 す る こ と

は ない 」が6割 ～7割 を 占 め てお り、 合格 者 が特 に 有 利 で あ る とは 決 し

て言 え ない こ とが 分 る。 「他 条 件 を考 慮 の うえ採 用 した い 」が2～3割

を 占め て い る よ うに、 合格 者 で あ る こ と よ りも、 まず そ の 企 業 に ふ さわ

しい 素質 、 能 力 を備 え て い る こ との 方 が重 要 な条 件 と な ってい る。

ただ 試験 区分 か らみ る と、2種 よ りも、1種 や特 種 の上 位 の技 術者 ほ

ど採 用 した い とい う気 持 は 十 分 うか が われ る,

区 分

%
ケー ス

回 答特 村()
33】 祖

・ 種(回 答33n社) ・ 梓(6|葦1社)

10203040506070 10203040506070 loa)3040ヨ)6(,70

合格 者だからとい

って時に採用する

ことはLな い

`

… 社1・ ・5% ・・9社1・26% ・・8社 ・9%1

他条件 を考慮のう

え採用 したい。
・5社1225・1・1社1…% ・6川288%

そ の 他
コ ・・… コ29社 ・6・ コ ・8・85・

図2-(3)一 ③ 外 部 か ら合 格 者 が入 社 希望 した とき の取 扱 い
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(4)合 格者 に 関 す る情 報 の 一 般 公 開

現 在 、 合 格者 は 官 報 や 新 聞 なで に受 験 番 号 、 氏 名 だけ が 発 表 され てい る

が 、 これ を 住 所 、年 令 な どの情 報 もあわ せ て一 覧 表 を 作成 し一般 に 公開 し

た場 合 、 企 業 に と って 、 不 都 合 が あ るか ど うか を きい た の が図2-(4)、 で

あ る。 そ の結果 、 「一 般 公 開は 構 わ ない 」と 「希 望 者 には 公 開 して よい 」

の両 方 を合 わ せ る と 、8割 近 くを 占め て お り、 公 開 す る こ とに よる企業 側

の不 都 合 は 特 に ない と考 え て よい 、

氏名以外の公開は・さけ

た方が よい

50% 70%

図2-(4)合 格者 に関 す る情 報 の一 般 公 開

(5)合 格者 数 の把 握

自社 の従 業 員 の う ち、 こ の試 験 に 合格 した 人数 を把 握 してい るか 否か を

きい た と ころ、 回 答 会社360社 の うち 「把 握 して ない 」は191社 で全

体 の53%を 占 め て お り、 残 りの169社47%は 「把 握 してい る 」と答

え てい る。 「把 握 して ない 」が 過半 数 を 占 め た こ とは 、先 の 設問 に よる

「受験 に は 口 出 し し ない 」とい った一 般 的傾 向 か らみ て うなず け る とこ ろ

で あ るが 、 反 面半 数 近 くが 把 握 して い る とい うこ とは 、 試 験結 果 を企 業 内

で活 用 す る と こ ろ が少 な い に もか か わ らず、 一応 の 関 心 を示 してい る証 拠

と言 え よ う。
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5.情 報処理技術者 育成確保の ための施策

わが国の情報 処理技術 者 を育成確保す るための施策 と して、 当該試験制度

以外 に国 が実施すべ きだ と思 われ る方策 を具体 的に 自由意 見 として述べ て貰

・たと ころ・ アンケー ・調聾 を返送 して き垣66社 の うち細6%に あ

た る239社 が 白紙 回答 で あ った。 この 設 問が 他 と異 な り選 択 回答 式 で なか

った ため 、 設 問1-(2)(試 験 科 目 とそ の範 囲'自 由意 見 の記述)の 場 合 と

同 様 回答率 が 低 下 した ことは 十 分 考 え られ るが 、、さ らに 、 企 業 自体 の 内部 で

解決すべ き問題 が多数 あるため国 の施 策 にまで考えが及ば なかっただろ うこ

と も推 察 され る。何 らか の 記述 が あ った127社(全 体 の34%)に っい て 、

そ の意 見 を 分類 整 理 した の が 図3.で あ る。

そ の 内訳 を み る と、技 術 者 育 成 に 直接 関 係 してい る ものが 約8割 、 間接 的

礪 保 している もσ2割 の比率 に な・ている1前 者 につMて は 、単 願 育に

期待す るもの と何 らかの研 修機関の拡 充や標 準的教材 の整備 を希望す るもの

が半数ずっ でそれぞれ4割 を占めてい る。後者 にっいては、 情報 処理 の標準

化促進 が約1割 で多少 目立 ってい るにす ぎない。 これ らの ことか ら、情 報処

理 の分野 は他 の既成 の学問分野 に比 し新 しいため、企業におけ る技術者育成

にあたって新 人の教育にはか な りの費用 と時間 を要 してお り、 その大 部分 を

学 校教 育に依存 したい意向が くみ とれ る。 また、企業 内教育 と ともに、重要

な要素 をもっ外 部研修 を実施 す るため には、現在の民間 ベ ースの ものは末だ

不 十分であ り、国家に よるこの種 の機関 の拡充がのぞ まれ てい る乏 考え られ

る 。
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10% 20% 30% 40% 50%

育
成

確
保
に
間
接

学校教 育におけ る情 報処理

教育の実施、充実

公的な情報処理教育停関の

確 立、充実

夜間 コースの設立、通 信教

育の実施など一般勤労者に

対する教育の場の提供

テ キ ス ト、 標 準 カ リキ ュ ラ

ムの作 成

情報処理教育機関への国家

的補助

情報処理 に関す る標準化の

促進

専門要員の労働条件改善の

ための施策

'
2.4%

(注)

意見記入会社数127社

*こ の設問の趣 旨とは無関係 の

意見を含む。

図3.情 報処理技術者育成確保のための施策
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ま と め

これ まで ア ンケ ー ト調 査 の個 々の項 目 ご とに一 通 りの 分析 を行 な って きた。

こ こでは 、 これ ら各項 目の相 互 関 連 を考慮 しなが ら、 企 業 側 が 当該 試験 制 度 に

ど う対 処 してい るか に つ い て 重 要項 目 を中心 に と りま とめ る と と もに、 試験 実

施 の事 務 当局(通 商産 業 省)が 今後 この制 度 を ど う改 善 して ゆ くべ きか に つ い

て 、提 言 的 な意 見を の べ る こ と と したい。

(1)試 験 制 度 の趣 旨

この 試験 の 目的 と して掲 げ られ てい る3項 目の うち 、 最 初 の2っ す なわ ち

「技 術 向上 」お よび 「教 育水 準 の設 定 」は 一 応 意 義 あ る こ と と して認 め られ

て は い る もの の、 これは い わば 総論 賛 成 的 な態 度 と言 え よ う。 しか し、3つ

め の 「企 業 な どに お け る客 観 的 な評 価 尺度 の提 供 」に っ い て は 、現 状 では 疑

問視 され てい る面 が あ る。 っ ま り、 現在 実 施 さ れ てい る 試 験 の 内容 や方 法は

必 ず しも個 々の企 業 に おけ る情 報 処 理 実務 の遂 行 能 力 な どを テ ス トで きる も

の で ない 、 また 実務 能 力 を 企業 で認 め られ て い る者 が 必 ず しも合格 しない 、

あ るい は学 生 で も合 格 す る な どの事 実 か ら この試 験 結果 と企 業 内 の要 員 評 価

とは 必 ず し も一 致 しない と い うこ と であ る。

以 上 の こ とか ら、 と くに 試験 の結果 と企 業 内 の 要員 評 価 が ある程 度 一 致 す

る よ う、 今後 試験 方 法 な どを改 善 す るた め の 各 種研 究 を積 極 的にす す め る必

要 が あ る(後 述)。 一方 、情 報 処 理技 術 者 は 一 般 的 には 幅 の 広 い 関連 知 識 が

必 要 とされ る と言 わ れ なが らも、 現実 には 末 だ 企 業 内 で は か な り幅 のせ まい

専 門要 員 と しての 評 価 に 力点 が お か れ て い る。

しか し情報 処 理 技 術 者 の 社 会的 地位 の 向上 を 目指 す 意 味 か らも、 また トー

タル ・シス テ ムの 形 成 の 中核 と な る こ とか ら、 情報 処理 技 術者 は 実 務 中 心 だ

け でな く広 く知 識 ・教養 な どを も具備 すべ き こ とは 明 白 であ り、 これ の重 要

性 を企 業 人 に対 し積 極 的 にPRし て ゆ くこ とが 大 切 で あ ろ う。
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(2)試 験 の 性 格

現 状 どお り認 定 方式 で よい とす る ものが 大 多数 であ るが、 これ は 、 現 状 で

は ほ とん どの 情報 処 理 業 務 が ま だ 各企 業 内 部 の 個 別 の問題 と して 考 え られ て

い るた め、 自社 の要 員 に っ い て 国 家 的 な資格 を 必要 とす る段 階 に至 って ない

とい うこと であ ろ う。 しか し、 最 近 の よ うに デ ー タ通 信 とむ す び つ い た コ ン

ピュ ー タの利 用 が 、企 業 の 基 幹 業 務 や 一 般 の 社 会生 活 に ま で拡 大 して くる と、

そ の影響 も大 き く、 た とえ ば、 企 業 機 密や プ ラ イバ シー の保 護 、 シ ス テ ム ・

ダ ウンの対策 、 他 システ ムへ の 干 渉 な どが 重 要 な社 会 的課 題 とな って くる。

この よ うな情 勢 の 中 では コン ピュ ー タに直 接 関連 の 深 い情 報 処理 技 術 者 の 社

会 的責任 は 重 大 とな り何 らか の 法 的規 制 の 必要 性 か ら要 員 の 資格 問題 が ク ロ

ー ズ ア ッ プされ て こ よ う。

したが って 、 現 状 の 認 定 方 式 か ら資格 ・免 許 へ の移 行 にっ い て 、 問題 点 や

可能 性 の 検討 を開 始 す べ き で あ ろ う。 もち ろん 、そ の場 合 に は 、 従 来 の技 能

中心 の試験 内 容 に 加 え て倫 理 的 な ものや社会 的影響 性な どを折込んだ り、 受 験

資 格 な どにっい て も再 検 討 す る 必 要 が あ ろ う。

(3)試 験 の 内容 お よび 方 法

す で に 、(1)で のべ た よ うに 、 こ の試 験 制 度 が各 企 業 に と って 実際 に 有効 に

活 用 され るた めに は 、 試 験 結果 と企 業 内の 要 員 評価 の基 準 を で きるだけ 近 づ

け る努 力をす る必要 が あ る。 そ の た め には 、 受 験者 が 実務 経 験 能 力 を 備 え

てい るか を十 分 テ ス トで きる よ う まず試 験 の 方 法 を従来 よ り以 上 に記述 式 、

論 文式 な どに 重 点 を お くと と もに、 さ らに 面 接 や実 技 試験 な どの 実施 にっ い

て も検 討 す べ きであ ろ う。

また試 験 内容 に っ い て は 、 各 企 業 の ニ ーズ が 必 ず し も一 致 してい ない し、

そ れ に全 国 的画 一 的に 試 験 を実 施 す る以 上 、 現 状 の程 度 の 内容 で止 む を得 な

い と考 え られ る。 た だ し、 受験 者 が選 択 で き るプ ログ ラ ミン グ言 語 は現 存 の

ものは で きるだけ と り入 れ る こ とが の ぞ ま し く、 と くに ア セ ン ブ ラに つい て

は 、実 務 とは 関 係 の な い架 空 の もの を採 用す る よ りも やは り各 機 種 に応 じた
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もの を公 平 に テ ス トで き る よ うな 配慮 を行 な うべ きで あ ろ う。

(4)合 格 者 に 対す る評 価 、 処 遇

不 合 格者 に対 す る措 置 は全 くとい って よい ほ どと られ て ない が 、 合格 者 に対

しては 今後 何 らか の形 で そ の 処遇 策 を考 慮 す る企 業 が増 加 す る こ とは 十分 予想

で きる。 事実 、 一 部 に お い て 何 らか の方 法 で評 価 し よ うとす る 動 き もみ られ る。

た とえば 、 あ る企 業 では 、 社員 の 昇格 試 験 や 、昇 格 の た め の研 修 会 な どの 一部

あ るい は全 部 を合 格 者 に対 して 免除 す る な どの方 法 を検 討 中 で あ り、 試 験 に 合

格 した情報 処 理 技 術 者 を 他 の一 般 社員 よ り優 遇 しよ うとい う試 み が な され て い

る。 した が って、 「本 試 験 制 度 が 社 会 的 に定 着 し、 十 分 な評 価 を うけ 、 所 期 の

目 的が 十 分達 成 され るか 否 かは 、合 格 した者 の 活躍 如 何 に かか って い る。(情

報 処理 技 術 者 試 験 案 内書 よ り)」 こ と も確 か で は あ るが、 も っ と積 極 的 に この

よ うな事例 を調査 ・研 究 し一 般 の企 業 に も普 及 させ るな どの方 策 が 必要 で あ ろ

う,

(5)情 報処 理 技術 者 の育 成 ・確保

情 報処 理 技 術者 試 験以 外 に標 記 の た めに 国 の とる べ き施 策 を ア ンケ ー ト調 査

に あ らわれ た意 見 を 中心 に以 下 に と りま とめ てみ よ う。

① 学 校 教 育 の拡 充

情 報 処 理技 術 者 の育 成 確保 は 本来 、個 々の企 業 の 問題 で あ り、 そ れぞ れ の

企 業 の 特 性 に 応 じた 教 育が 行 な われ るべ き であ る。 しか しな が ら、 技 術 者 に

対 す る需 要 の たか ま りと と もに、 と くに新 人 の教 育 には か な りの費 用 と時 間

を要 してい るのが 各 企 業 の現 状 で あ る。 そ こで 、技 術 者 教 育 の 基礎 とな る も

の は 、学 校教 育 た とえ ば 高校 、 大 学 の専 門学 科 の拡 充 な どに よって、 これ を

カバ ーす る な ど、 国 の 重 要 な施 策 の1っ と して取 上 げ るべ きで あ る。

そ の ほ か 、 職 業訓 練 学 校 に情 報 処 理 技術 者 養 成 コー スを 設 け る な ど基礎 教

育 を広 く行 なえ る よ うな国 営 、 公 営 の教 育 機関 の 設立 が考 え られ る。

② 研 修 機関 の拡 充

企 業 に お い て 情 報 処 理 技 術 者 を養 成 す る場 合 、 社 内研 修 以 外 に メ ー カの実
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施 す る ユ ーザ教 育 、 各種 ゼ ミナ ーな どの 外 部 研 修 機 関 が 利 用 され てい る。

しか し、 これ らの 機 関 は企 業 の 立場 か らみ る と、 必ず し も十分 満 足 の ゆ く

もの では ない 。 た とえ ば、 メ ー カの講 習 会 は 無 料 で あ り各 企 業 の利 用 率 は

非 常 に 高い が 、 そ の 内容 は メ ー カ側 の 作成 した カ リキ ュ ラ ムに もとつい た

もの で、 基礎 的 な知 識 よ りも、導 入 した コン ピュ ー タを操 作す るた め の技

法 に片 寄 りが ち で あ る とい う意 見に もみ られ る よ うに、 必ず し も個 々の企

業 の ニ ー ズに 合 致 した もの とは い え ない 。 ま た、 上 級 情 報 処理技 術 者 の 育

成 を 目的 と して 設立 され た(財)情 報 処 理 研 修 セ ン タ ーに つ い てみ る と、 受

講 期 間 が長 い こ と、 費用 の 高 い こ とな どに 問 題 が あ る よ うであ る。 そ の他

の 情報 処 理 教 育 機 関 で も各種 の 教 育 が行 なわ れて い るが 、 い ずれ も費用 、

時 間、 地理 的 条 件 な どの点 でそ の 受講 者 に は 限 りが あ る 。 そ こで、 これ ら

の点 を考 慮 に い れ た この種 の 教 育 機関 の 増 設 や 既 存 機 関 の 運 営方 法 の改 善

が 望 まれ る。

なお 、情 報 処理 教 育 に限 らず 、一 般 に 産 業 教 育 に お い て は 、費 用、 時間 、

教 師 な どに 問 題 が あ り十 分 な 教 育は 行 な われ て ない の が 現 状 で あ る。 しか

し、 これ らの 拘 束 要 因は 、教 育 や研 究 に あ ま り金 を かけ た が らない 日本 企

業 の体 質 か ら出 た もの で、 企 業 自 らが拘 束 要 因 と考 え て い るだけ で、 む し

ろ この よ うな 思考 の 風 土 て そ 改 め られ るべ き と も考 え られ る。

③ 合 格 者 の 活 用

情 報 処理 技 術 者 育 成 の1っ の方 法 と して 、 た とえ ば、 す でに この試 験 に

合 格 した者 を活 用 す る こ とが 考 え られ る。 も ちろ ん、 この 種 の 事柄 は あ く

まで も本 人 に そ の 意 思 の あ る こ とが 前 提 とな ろ う。 しか し、 合格 者 の 中に

は 、何 らか の 形 で 情 報 処 理 技 術 の振 興 あ るい は 技 術 者 の 育 成 に 協 力 したい

と希望 す る者 も多数 い るは ず で あ る。 そ こで 、 これ らの 希 望 者 の リス トを

作成 し、 あ る種 の 公 的機 関 な どが、 この リス トを利 用 して 教 育斡旋 の事 業

を行 な うこ とは きわ め て有 意 義 で あ る と考 え られ る。 これ に よ って 、合格

者 の 社 会 的評 価 が 高 ま り、 ひ い ては 企 業 内 に おけ る評 価 も高 ま る とすれ ば
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これ は 試験 制 度 の 趣 旨に 沿 う もの で あ る とい え よ う。

④ 教 育 コンサ ル タン ト機 関 の 設 立

産 業 の情 報 化 が 進 展 す るに っ れ て 、 企 業 な どの組 織 体 では、 今後 ます ま

す情 報 処理 教 育 が 重 要 と な ろ う。 と こ ろが情 報 処 理 の分 野 は比 較 的 新 しい

ため 、 教 育 の 方 法 や 内 容 な どに っい て 一 般 的 に 確立 され た もの とは ま だ な

い とい って よい。 そ の ため 、 こ の教 育 を推 進 す る立 場 に ある者 に と って は 、

自社 の ニ ーズ に 合 致 した教 育 内 容 や 方 法 な どを決 定 し、 これ を効 率 的に す

す め る こ とが課 題 とな る。 そ の場 合 、 そ れ らを どこに 相 談 して よい か分 ら

ない とい った悩 み を き くこ とが 少 な くない 。

そ こ で、 この 種 の 需 要 を 充 たす ため の公 的 ない しはそ れに準 ず る機 関 を

設 置 し、 教 育 コ ンサ ル テ ー シ ョ ンの事 業 を実施 す る こ とは、情 報 処 理 技 術

者 の育 成 確 保 に と って 有効 な方 法 の1っ で あ る と考 え られ る。 た と えば 、

す でに あ る企 業 で実 施 して成 功 した 事例 な どに ょる教 育 内容 や 方 法 の紹 介

あ るい は 現 状 で入 手 で きる 各種 の教 育 資材(テ キ ス ト、 カ リキ ュ ラ ム、 視

聴覚 機 材 な ど)を は じめ 情報 処理 教 育 に 関す るあ らゆ る情 報 を収 集 確保 し

て これ を希 望 者 に 公 開 す る と と もに 、 個別 に教 育 に関 す る相談 に 応 ず る な

どは 、企 業 内 情 報 処理 の 推進 に きわ め て 重要 な役 割 を果 す と考 え られ る。
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